
平成２７年６月１２日 

答申第５４７号 

 

 

 １ 再検討の求めに至る経緯 

視聴者より、「ＮＨＫ情報公開基準及びＮＨＫ情報公開規程以外の文書開示

の判断期間を延長する根拠としている内部文書」の開示の求めがあった。 
ＮＨＫは、開示の求めの文書が存在しないため開示することができないとし

た。 
これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。 

 
 ２ ＮＨＫの見解の要旨 

  開示の求めの文書は存在せず開示することができない。 

 

 ３ 審議委員会の判断 

  開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたＮＨＫの取り扱

いは妥当である。 

 

 ４ 審議の経過 

  平成２７年６月１２日（第２１８回審議委員会） 

第５６１号諮問、審議、答申 

 


